
 

 

事 務 連 絡 

     令和６年６月４日 

 

都道府県知事   

 各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

 

 厚生労働省社会・援護局     

障害保健福祉部障害福祉課   

 

 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について（その３） 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

標記の件については、「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額

の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正につい

て」（令和６年３月 29 日障発 0329 第 33 号・こ支障第 97 号）を別紙のとおり訂正する

こととしますので、御了知の上、貴管内市町村等に対し、その周知徹底を図っていただく

等、特段の御配慮をお願いします。 
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○ 別紙「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の一部改正について」の訂正について 

 

NO. 該当箇所 訂正後 訂正前 

１ 

Ｐ.102  4 行目 ⑴～⑶（略） 

⑷ 行動援護サービス費 

 ①～⑥（略） 

⑦ 特定事業所加算の取扱いについて 

 ㈠（略） 

㈡ 重度障害者対応要件 

第 543 号告示第 13 号イ(9)の障害支援区分 5 以上であ

る者、同号ニ⑷の障害支援区分 4 以上である者、喀痰吸

引等を必要とする者又は行動関連項目合計点数が十八点

以上である者の割合については、前年度(3 月を除く。)

又は届出日の属する月の前 3 月の 1 月当たりの実績の平

均について、利用実人員を用いて算定するものとする。 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

⑴～⑶（略） 

⑷ 行動援護サービス費 

 ①～⑥（略） 

⑦ 特定事業所加算の取扱いについて 

 ㈠（略） 

㈡ 重度障害者対応要件 

 第 543 号告示第 13 号イ(9)の障害支援区分 5 以上である

者又は同号ニ⑷の障害支援区分 4 以上である者、喀痰吸

引等を必要とする者の割合については、前年度(3 月を除

く。)又は届出日の属する月の前 3 月の 1 月当たりの実績

の平均について、利用実人員を用いて算定するものとす

る。 

 

（以下略） 

別紙 



 

2 

 

NO. 該当箇所 訂正後 

訂正前 

※「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤に

ついて」（令和６年４月４日付事務連絡）による正誤後 

２ 

Ｐ.303 8 行目 ⑰ 目標工賃達成加算の取扱いについて 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象と

なる。 

ア （略） 

イ 当該工賃目標が当該工賃目標の対象となる年度（以下「目

標年度」という。）の前年度における指定就労継続支援Ｂ型

事業所等における平均工賃月額に、目標年度の前々年度の指

定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と目標年度

の前々々年度の指定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工

賃月額との差額を加えて得た額（当該額が目標年度の前年度

における当該指定就労継続支援Ｂ型事業所等における平均工

賃月額を下回る場合には、当該前年度における当該指定就労

継続支援Ｂ型事業所等における平均工賃月額）以上である場

合 

⑰ 目標工賃達成加算の取扱いについて 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象と

なる。 

ア （略） 

イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援Ｂ型事

業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支

援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労

継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて

得た額（当該額が前年度における当該指定就労継続支援Ｂ型

事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年

度における当該指定就労継続支援Ｂ型事業所等における平均

工賃月額）以上である場合 

 



 

事 務 連 絡 

     令和６年６月４日 

 

都道府県知事   

 各 指定都市市長 殿 

中 核 市 市 長 

 

 厚生労働省社会・援護局     

障害保健福祉部障害福祉課   

 

 

「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１ 

（令和６年３月 29 日）」の正誤（その３）について 

 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

標記の件については、「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ 

VOL.１（令和６年３月 29 日）」を別紙のとおり訂正することとしますので、御了知の

上、貴管内市町村等に対し、その周知徹底を図っていただく等、特段の御配慮をお願いし

ます。 
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○ 「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月 29 日）」の訂正について 

  

該当箇所 訂正後 訂正前 

Ｐ.23 問 58 （目標工賃達成加算） 

問 58 目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。 

 

（答） 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象

となる。 

ア 指定就労継続支援Ｂ型事業所等が各都道府県において作成

される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成す

るとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合 

イ 当該工賃目標が当該工賃目標の対象となる年度（以下「目標

年度」という。）の前年度における指定就労継続支援Ｂ型事

業所等における平均工賃月額に、目標年度の前々年度の指定

就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と目標年度の

前々々年度の指定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃

月額との差額を加えて得た額以上である場合 

 

具体的には、以下の両要件をともに満たす場合に加算の対象

となる。 

・要件１：①≧③＋（④－⑤）となっていること（※④－⑤が

０未満の場合は、０として計算） 

・要件２：②≧①となっていること 

 

（目標工賃達成加算） 

問 58 目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。 

 

（答） 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象

となる。 

ア 指定就労継続支援Ｂ型事業所等が各都道府県において作

成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成

するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合 

イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援Ｂ型事

業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支

援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就

労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加

えて得た額以上である場合 

 

 

具体的には、 

① 前々年度における事業所の平均工賃月額（実績） 

② 前年度において事業所が作成した工賃向上計画における 

目標工賃額（平均工賃月額） 

③ 前年度における事業所の平均工賃月額（実績） 

④ 前々年度における全国平均工賃月額 

別紙 
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① 工賃向上計画における工賃目標 

② 目標年度の事業所の平均工賃月額（実績） 

③ 目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額（実績） 

④ 目標年度の２年度前における全国平均工賃月額 

⑤ 目標年度の３年度前における全国平均工賃月額 

 

なお、加算が算定できるケースの具体例については、以下の

（例１）及び（例２）を参照されたい。 

⑤ 前々々年度における全国平均工賃月額 

について、 

・ ③≧②となっていること 

・ ②≧①＋（④－⑤）となっていること（※④－⑤が０未満

の場合は、０として計算） 

のいずれも満たしている場合に、加算の対象となる。 

※便宜上、（例１）及び（例２）については、次頁以降に記載しております。 

※上記表中の「訂正前」欄は、 

 ・「「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月 29 日）」の正誤について」（令和６年４月 

４日付事務連絡）」及び、 

 ・「「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月 29 日）」の正誤（その２）及び「令和６年度 

障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２（令和６年４月５日）」の正誤について」（令和６年４月 26 日付事務連絡） 

 による訂正後の回答であることに留意。 
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（例１：令和５年度の実績に係る加算を令和６年度に算定する場合） 

令和４年度における事業所の平均工賃月額（実績）が 17,000円であった場合、17,731円以上の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に

加算の算定が可能。 

 

 

 

  

¥15,776

¥16,507

¥17,000 ¥17,000

¥731

¥731

¥14,500

¥15,000

¥15,500

¥16,000

¥16,500

¥17,000

¥17,500

¥18,000

全国平均工賃月額（R２実績） 全国平均工賃月額（R３実績） 事業所の平均工賃月額（R４実績） 事業所の工賃目標（R５）

実績額 全国平均工賃月額の増加額
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（例２：令和６年度の実績に係る加算を令和７年度に算定する場合） 

令和５年度における事業所の平均工賃月額（実績）が 17,500円であった場合、18,024円以上の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に

加算の算定が可能。 

 

 

 

 

 

¥16,507

¥17,031

¥17,500 ¥17,500

¥524

¥524

¥15,500

¥16,000

¥16,500

¥17,000

¥17,500

¥18,000

¥18,500

全国平均工賃月額（R３実績） 全国平均工賃月額（R４実績） 事業所の平均工賃月額（R５実績） 事業所の工賃目標（R６）

実績額 全国平均工賃月額の増加額


